
② 都道府県健康増進計画に位置付ける目標項目  

基準指標  データソース   

アウトカム   適切な生活習慣を有  都道府県健康・栄泰調査  

する率  
野菜摂取量  都道府県健康・栄養調査  

朝食欠食率  都道府県健康・栄養調査  

日常生活における歩数  都道府県健康・栄養調査  
日頃の生活習  

慣  運動習慣のある者の割合  都道府県健康・栄養調査  
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生活習慣病  基準指標  データソース   

発展段階  

アウトカム   疾患受療率   脳血管疾患受療率   患者調査（3年ごと）  

重症化・  
虚血性心疾患受療率   患者調査（3年ごと）  

合併症  
合併症率   糖尿病による失明・発症率   社会福祉行政業務報告  

糖尿病による人工透析新規導入率   日本透析医学会   

アウトカム   死亡率   脳卒中による死亡率   人口動態統計  

虚血性心疾患による死亡率   人口動態統計  

死亡  健康寿命   平均自立期間   都道府県生命表（・5年ごと）   レセプト  

65歳、75歳平均自立期間   都道府県生命表（5年ごと）   レセプト  

（平均寿命）   都道府県生命表（5年ごと）  

（65歳、75歳平均余命）   都道府県生命表（5年ごと）   

（参考）上記に含まれない「健康日本21」代表目標項目のうち、健康指標として都道府県健康増進計画に位置付けるもの  

基準指棟  データソース   

がん   がん検診受診者数   国民生活基礎調査（3年ごと）   

こころの健康   自殺者数   人口動態統計   

歯の健康   8020の人数   歯科疾患実態調査   
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18年度におけるすべての都道府県における準備作業  

1．各都道府県における地域の実態の把握  

○地域の実態を踏まえた目標の設定のための調査の実施（都道府県健康・栄養調査マニュアルの活用）  

・内臓脂肪型肥満に着目した糖尿病等の有病者・予備群数、健診受診率、保健指導実施率  

2．医療保険者、、市町村簿のき関係  

○保険者協議会の場等を活用した医療保険者との意見交換   

■市町村国保、健保組合、政管健保、共済組合等との間で、目標設定や保健師、管理栄養士  
等のマンパワーの育成・確保、民間事業者の活用等に関する意見交換   

○保健所を通じた市町村との連携強化  

・20年度以降に市町村が担う健康増進事業（普及啓発、健康相談やがん検診等）の推進  

方策についての意見交換  

3．20年度本格実施転向棟菟保健師、管理栄養士等の  

○国や医療保険者、関係団体等における研修との連携の下、都道府県における研修体制の整備   
■国や関係団体の本部等での中央レベルにおけるリーダーの育成と、都道府県や団体の都道府  
県支部等での地方レベルにおける実践者育成の連携確保  
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（3）標準的な健診・保健指導プログラムについて  

ポイント  標準的な健診・保健指導プログラム（暫定版）〔抜粋〕  

l…＝■■  

蓋ユ魔」酪二僅塵指導の理念の転換  

第1章新たな健診・保健指導の方向性．，．‥．，…………・，  

第2章新たな健診・保健指導の進め方（流れ）．・・・・・・‥‥・＝＝‥‥●  

第3章保健指導実施者が有すべき資質・・・・・り…・り 
‥‥‥・‥．．‥．．  

羞皇室象＿＿盤詮   

……・ト廿内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための保健指導を必要とする者を抽出する健診」と  】「結果を出す保健指導」を実施する。  
計画の作成→健診の実施、保健指導対象者の選定・階層化→保健指導→評価→次年度の計画の作  
成という一連の流れで行う。  

小l「健診・保健指導事業の企画・立案・評価能力」と「行動変容につながる保健指導能力」が必要である。  

章
章
章
章
章
 
 

：
．
2
 
3
 
4
 
5
 
亡
り
 
 
 

第
第
第
第
第
 
 

……一言内臓脂肪症候群の該当者・予備群を減少させるため、保健指導を必要とする者を的確に抽出するた  
健診の内容‥・…‥・・・▼……‥’1  

保健指導対象者の選定と階層化  
めの健診項目、判定基準とする。  

；’●トぎ ；内臓脂肪の蓄積を基本とし、リスク要因の故によって保健指導レベルを設定する。  健診の精度管理‥…．…  

健診データ等の電子化‥  

健診の実施に関するアウ  

‥－●   －一一－－－・川－、－－－－・－－・－…＝－一・－－－－・・－－－－－－・一・一－－▲一－－・－－一冊一一－－・一・～・－●－一叫－－一▲仰－一肌一冊－－－－‥－－「－－－－・－－－－・－・－…－・－－・L  
■ ■     r－“－－・－▲－－－－－－－・－－－…－－－－－＋一・・－一－【－－－－－－－－－一－‾仙－●◆■▲■－■‾‾‾－‘‾－－－一＋－‾‾＋‾‾‾‾＋－      ‾－■‾－‾‾－‾‾＋＋－‾‾‾＋伽一‾■‾‾－、‾‾‾‾－‾’‾▲▲‾‾’‾◆‾‾■■■■■－’－‾  

－‾ て；：‥←～標準物質を使用した内部精度管理の実施及び外部精度管理調査を定期的に受けることにより、検査‡   
…… 雁の精度が保証されていることが必要である。  

簑⊇届 保健捜垂   

第3章 保健指導の実施  

今後も更に検討が必要  
ト享健診機関等→医療保険者、医療保険者→医療保険者等、複数の経路で複雑に大量の情報のやりとり  
吾が行われることから、電子的標準様式が設定されることが必要である。このことにより、データの互換  

；性が確保され、継続的に多くのデータを蓄積することができ、医療保険者が行う健診・保健指導事業の  
第6章 保健指導の実施に関するアウトソーシング……・・‥・・．  評価も容易になる．。  

利用者の利便性に配慮した健診を実施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が可能と写り、健診の要  
受診率の向上が図られる一方で、質の低下に繋がることがないよう委託先における健診の質を確保すき  

蓋4編セ掛基盤整備、総合罷値   

第3章健診一保健指導の実施■評価のための  

データ分析とデータ管理   

（別冊）○保健指導における学習教材集  

ることが不可欠である。  

l  

■■■■】■‘一’‾  

健診結果及び質問項目により階層化された対象者に、適切な保健指導（「情報提供」、「動機づけ支 事  ヽ‥・‥・ト  

援J、「積極的支援」）を行う。  

・・・・・・……・ ←周用者の利便性に配慮した保健指導を実施するなど、サービスの向上が図られる一方で、質の低下に  

j繋がることがないよう委託先における保健指導の質を確保することが不可欠である。  
・
▲
▼
・
・
・
▼
 
 

一一・・▲一・               －・・′           一            －  一一一 

サ…医療保険者は、電子化された健診・保健指導データとレセプトを突合し分析を行うことにより、健診・保  
対象者が代謝等の身体のメカニズムと生活習慣の関係を理解  

するとともに、生活習慣の改善を自らが選択し、行動変容につな  
げるための保健指導を確実に行うための具体的な教材である。  

健指導事業の実施及び評価を行うことが可能となる。  
そのため、医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄養士等は健診・保健指導データとレセプトから  
どの部分に焦点を絞って疾病予防・重症化予防を行うのが効果的かを検討することが必要である。  
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（別冊）保健指導における学習教材集  

‾一“■→‘川”、－、－l  

行動変容のために具体的に何を  

どうすればよいかを選択できるた  

めの教材  

代謝等身体のメカニズムに関する  

知識を伝えるための教材  

対象者が自分の生活や身体の状況  

について現状を知るための教材  

‾■－叫●▲●－－－……岬…‾■…’ 
芯… 卓也名 L．●－．■■，■．．．ト．．，．■．．■…●．．＿．．＿．●●．■■．－■．－い●●●●●－′  

Gl〈l’l■I－・l－■●）  

小■l■lhn－1′ト   

訂t■■り川－1I■  

rlりIlt■  

イ1り叩●1  
一tt■■l■・■－．▼■  l－■．り  

l■∧l．1トト．■1  

●         lコ托1llM〃・′川■■■   l■■l■t▲・■－ゴl■・■l■・■・  

内戚脂肪症傾群はなぜ重要か  ［亘］  

1 加由帽・lは．…孟烹讐雪空慧鞋！二聖上j  
、 

■■●■－■tl■■F．■■ヽ■■t  内耳情肪のT療・ 」 ∴一恵恵‾、ぅ ‘、 不仲eな   
ホルモンの  
分泌l●加   

・の分冊㌔′ノ  
‾▲‾ 

． 」  
■■（■愴85tm．t性粥川1軋上）  

一■ロ■■か色■〃tホルモンガ舟婦葛れ  
アデイポ靂ケナンIJ  
一▲■■に●いて■■■化  
t■■したり．インスリン  
巾■■t■くして■の朽■  

tt■▼●  

（遍■■劇州）†l  アンリオナン  
ノーケンl†  

TNF－○，FFA．レジスナンI†  
t■■lイン1リン■｛■t■l●■こ▼■▼l  

→インスリン〝■■にくく甘IJ．▲■巾の■  
〝サわれむい・一▲■■の上＋  

くIbてけくことlこ▲り．れ比  

I■してl≠．コレスチ虻－ル巾  

●→申■■■■の上■．  

レフトr仁一ル■の■タ  

ニュニ■…ニュ二二 
l一  高血糖；【柑1月常1  

＼  l －r  
動脈硬化  

府■」■のttい‥心t■l★t  
…（州…のt化・‥▼■エコー叩）  

射手1インユリン匪川月・‥インスリンが歓声 】   ■n■の｛竃・‥■■■t  
にくくなり、血疇モ下ける勅封明く仕っ行状W  し ▼叫■の書▲・一t！▲清クレアチエン  

叫＿．＿だて。。＿血管変化の進行L＿  
一 ▲   ■－   

こT．れ川Itのt化1  

1コクレアサニン   

七山lごn■  ■■■  

ll－l，ハl  

．H■れ事の■ltl   

こ】イJll■H■■  

（■■■l肌すJ■tい   

u■血M▲   

ル～J二の1 ■■■  

…－ ● 一■◆  

…＿＿＿＿」二∴二こ。J．＿…－＿－「  
□■川■打川打    ■：【〕Y■■  糟席病舎併丘（人工遺析・失明  

●巧t♪・●叶の・l三爪甘¶何事lれのMllこりい  r仲川とリエと▼り岬ぺ＝J¶℡月lかnl■鸞Il雫■A☆■■¶1餓暮脚嘱  ■巾虻：n■州■血帆甘小量  

I．    」ニニ」  

≡慧こ㌻机 庄垂軋   

＿「「サ  
し＿州蔽…＿」  

本教材集は、保健医療科学院ホームページ上にデータベースとして掲載し、保健指導実施者が必要に応じて教材をダウンロードできるとともに、さら  
に自由に改変して使用できるような仕組みを講ずることとしている。  
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（参考） メタポリツクシンドローム（内臓脂肪症候群）対策総合戦略事業（平成18年度）について  

厚生労働省  

○健診・保健指導プログラム（暫定版）の策定（委託基準を含む）  
○都道府県健康・栄養調査マニュアルの策定  

○都道府県健康増進計画改定ガイドライン（暫定版）の策定   

○保健師・管理栄養士等の資質向上に向けた研修ガイドラインの策定  

○保健師・管理栄養士等のリーダー研修会の実施   

○健診等結果の電子的管理のための標準仕様の策定  

＜その他補助事業＞   

○地域・職域連携推進協議会の設置・運営  

．0研修計画の策定  

＜補助対象事業＞  

○事業企画・評価委員会（仮称）の設置  

0事業実施計画策定及び評価   
・実施計画の策定（対象者、事業規模、実施体制など）   
・都道府県健康増進計画改定ガイドライン（暫定版）の評価   

曽健診・保健指導プログラム（暫定版）の評価（委託基準を含む）  

く当該補助事業と連動して地方交付税措置（ヘルスアッププラン）を活用して県で実施する事業＞  

○保健師・管理栄養士等に対する研修の実施  

○都道府県健康・栄養調査の実施  

○都道府県健康増進計画の改定（地域・職域連携協推進議会）  
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（4）保健師・管理栄養士の研修等について  

① 保健指導担当者が肯すべき資質  

医療保険者は、国が策定する特定健康診査等基本指針に即し、特定健康診査等実施計画を策定する。その際、保健師、管理栄養士等は、その企画■立  
案に積極的に参画するこ  健

診
・
保
健
指
導
事
業
の
企
画
■
立
案
・
評
価
能
力
 
 

○医療関連データ等を分析し（医療費データ（レセプト等）と健診データの突合分析等）、対象集団の健康課題を見出した上で、優先課題を選定できる。   

○選定された優先課題から目標設定ができ、事業計画が立てられる。またハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチの相乗効果をねらった事業計画を考えることがで  

きる。   

○健診・保健指導に関する社会資源を活用した実施体制が構築でき皐。また地域に必要な社会資源の開発ができる。  

○評価指標となるデータの分析から、事業等の効果を評価でき、評価結果を次年度の企画・立案につなげることができる。   

○健診・保健指導を委託する場合には、費用対効果が高く、結果の出せる事業者を選択し、医療保険者として健診】保健指導の継続的な質の管理ができるよう、適切なモニタ  
リングや評価ができる。   

○保健指導の質を確保するための研修企画、人材育成ができる。  

．＿＿＿＿．＿＿ノ  

医療保険者自らまたはアウトソーシング先において実際の保健指導に携わる保健師、管理栄養士等は、対象者に健診結果と生活習慣の関連をわかりや  
すく説明し、確実に行動変容につながる保健指導を行う。  行

動
変
容
に
つ
な
が
る
保
健
指
導
能
力
 
 

○内臓脂肪症候群■検査データせ活習慣との関連及び糖尿病等の予防に関連する最新の知見を十分に理解した上で、対象者に健診結果を読み解き、それが意味する身体  
変化、またその生活習慣との関連をわかりやすく説明できる。   

○健診結果や質問項目等で得た情報（ライフスタイル、健康観など）から対象者のアセスメントができる。   

○対象者の健康観を尊重しつつ、前向きな自己決定を促すため、健診結果と自分の生活習慣を結びつけて考えることができるような説明を行った上で、どこをどのように改善  
すればよいのか具体的な方策を対象者と共に考え、行動変容につながる支援ができる。   

○対象者への保健指導レベルごとに生活習慣の改善状況の分析・評価を行い、その結果からさらに効果的な保健指導方法を創意工夫できる。   

○科学的根拠に基づいた適切な学習教材の開発ができ、対象者の理解度に合わせて適切に使い分けることができる。  
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人材育成のための研修体系  

l実施機関Il   対象者 1t  

＜リーダー育成＞  

内容l  1ト時期l   

画  18年度  

厚生労働省  
◆都道府． 人材育戒担当者、衛生部門の保健師・管理栄養士、  

国保部門の保健師■管理栄養士  
第1・四半期  

国  
◆医療保険者  

（  

保険中央会、健康保険組合連合会、  国民健康 社会保険庁・社会保険健康事業財団、共済組合  
中  

卜軒嘩？傘軒キ≡l J事業企画■評叫 こ…頂纏指導‾‾‾1 …知識・技術：  

央  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿l  

◆ ヽ－／  

腰部  
保健医療科学院  

レ  において、実施予定  

ベ  

◆ 
晶即吟郵隼l ；【‾‾‾‾1  

ル  
連合会、  碩復籍衰 l亡＿  

全国市町村保健活動協議会、全国保健師長会  ；知識・技術：  
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日本医師会、日本看護協会、  
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③ 市町村等における国保部門と衛生部門の連携  

1．国保部門と衛生部門の連携の必要性  
○ 生活習慣病対策は、国保部門が行う健診・保健指導と、衛生部門が行うポピュレーションアプローチ   

の総合的な実施が重要である。  

2．国保部門・衛生部門への保健師配置又は併任  
○ 保健師は衛生部門に配置されているが、国保部門が行う健診・保健指導を担当する必要があること   
から、国保部門への配置、又は併任が必要である。  

3．保健師人事の一元化  

○ 保健師の人材育成の観点から、採用、人事異動の一元的な管理が望まれる。  

4．行政組織として考えられる4つのパターン  
①国保一衛生一体型、②分散配置型、③衛生引き受け型、④国保引き受け型  

5．都道府県においても、保健師の国保部門、衛生部門への適切な配置が必要  

6．管理栄養士についても、保健師と同様の適切な配置  
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（次官一局長レベル）  

＜参考＞医療構造硬筆埠準本革町フいて 

医療構造改革推進本部の組織   

本 部 長  厚生労働大臣  

本部長代理  （総括）副大臣（本部長の指名する者）  
大臣政務官（本部長の指名する者）  

（総括）事務次官  

副本部長  厚生労働審議官  
社会保険庁長官  

官房長  
総括審害毒官  
技術総括審議官  
統計1官報部長  

医政局長  
健康局長  
医薬食品局長  
雇用均等■児童家庭局長  

本 部 員  社会・援護局長  
障害保健福祉部長  
老健局長  
保険局長  
政策統括官（社会保障担当）  
北海道厚生局長  
東北厚生局長  
関東信越厚生局長  
東海北陸厚生局長  
近畿厚生局長  
中国四国厚生局長  

四国厚生支局長  
九州厚生局長  
社会保険庁次長  
社会保険庁運営部長  

【事務局】   

保障担当参事官                                                                                             ’局 ・社A   

・事務局次長：医政   局総務課長、健康居総務課長、  

局総務課長、保険局総務課長  

課の協力を得て、社会保障担  

室   

総合企画調整部会   

事務次官、厚生労働審議官、政策統括官（社会保障   

担当）、医政局長、健康局長、社会・援護局長、   

老健局長、保険局長   

【事務局】   

・事務局長：社会保障担当参事官   

・事務局次長：大臣官房参事官、政策評価官   

■庶務：関係局の協力を得て、社会保障担当参事官室  

〈時々の重要課題に応じて適宜PTを設置。当面、次の3PTを置  

く。〉  
（課長レベル）  

医療費適正化計画PT  

医療費適正化計画と3計画（医療計画、健康増進計画、  

介護保険事業支援計画）の整合性のとれた策定・見直し  

作業のための進行管理、調整  

保険局（事務局）、医政局、健康局、  

社会・援護局、老健局  

（課長レベル）  

地域ケア・療養病床転換推進PT  

各地域の将来ニーズや社会資源の状況に即した地域ケ  

ア体制の計画的な整備を進めるための指針の策定、療  

養病床の円滑な転換に関する調整  

老健局（事務局）、保険局、医政局  

（課長レベル）  

医師確保総合対策PT  

・へき地等の地域や小児救急医療、産科医療等の分野  
での医師偏在や、病院勤務医を中Ibとした医師確保問  
題への対策（医療事故等の原因究明制度等の検討を  

含む。）に関する調整  

医政局（事務局）、保険局、雇児局   17   




